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一

　
（
論　

文
）

〈
要
　
約
〉

　

本
論
で
は
茨
城
県
稲
敷
市
の
天
台
宗
寺
院
・
不
動
院
に
残
さ
れ
た
「
江
戸
崎
不
動
院
門
徒
分
限
帳
」
全
三
冊
を
基
礎
史
料
と
し
て
、
近
世
に
お
け
る
同
院
の
配
下

寺
院
に
つ
い
て
、
そ
の
経
営
実
態
を
分
析
し
た
。
特
に
天
台
宗
教
団
内
に
お
け
る
寺
格
に
注
目
し
、
寺
格
別
に
各
寺
院
の
檀
家
数
や
檀
家
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
、

所
持
耕
地
な
ど
に
関
し
て
の
考
察
を
進
め
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
従
来
の
研
究
史
の
う
え
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
寺
格
に
よ
っ
て
、
右
記
の
分
析
項
目
に
著
し
い

差
異
が
生
じ
て
い
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
具
体
的
に
は
、
寺
請
や
葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
住
持
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
「
末
寺
」
寺
院
で
は
、
一
定
の

葬
祭
檀
家
と
所
持
耕
地
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
寺
院
経
営
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
寺
請
や
葬
祭
の
執
行
が
原
則
と
し
て
許
さ
れ
て
い
な
い

住
持
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
「
門
徒
」
寺
院
の
場
合
に
は
、
檀
家
、
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
と
も
に
充
分
で
は
な
い
様
子
を
数
量
的
把
握
に
よ
っ
て
描
出
し
て
い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
近
世
　
寺
院
経
営
　
分
限
帳
　
寺
格
　
檀
家
　
所
持
耕
地

田
　
中

　
洋

　
平

近
世
常
陸
国
に
お
け
る
天
台
宗
寺
院
の
経
営
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二

は
じ
め
に

　

本
論
で
は
、
近
世
中
期
の
常
陸
国
に
お
け
る
天
台
宗
寺
院
の
経
営
実
態
に
つ
い
て
、

そ
の
数
量
的
把
握
を
主
眼
と
し
て
分
析
を
進
め
て
い
く
。

　

近
世
に
お
い
て
、
江
戸
幕
府
は
禁
教
の
対
象
と
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
や
日
蓮
宗
不
受

不
施
派
な
ど
の
信
者
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
さ
せ
る
権
限
を
寺
院
の
住
持
に
付

（
１
）

与
し
た
。

寺
請
、
あ
る
い
は
宗
判
と
呼
称
さ
れ
る
行
為
が
そ
れ

（
２
）

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の

う
え
で
は
、
幕
府
が
寺
請
を
媒
介
と
し
て
、
こ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
と
寺
院
を
結
び

つ
け
た
と
理
解
さ

（
３
）

れ
て
い
る
。
各
仏
教
教
団
の
側
も
、
こ
う
し
た
権
限
を
梃
子
に
し
て

教
線
を
拡
大
し
た
。
近
世
初
期
に
寺
院
数
の
飛
躍
的
な
増
加
が
み

（
４
）

ら
れ
た
の
は
、
江
戸

幕
府
の
宗
教
政
策
と
、
そ
れ
に
伴
う
各
教
団
の
対
応
が
合
致
し
た
所
産
で
あ
る
。

寺
請
を
前
提
と
す
る
寺
檀
制
度
の
整
備
と
各
仏
教
教
団
の
思
惑
、
そ
し
て
小
農
の

自
立
を
契
機
と
す
る
祖
先
崇
拝
観
念
の
成
立
に

（
５
）

よ
っ
て
、
寺
院
の
建
立
は
陸
続
と

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
寺
院
が
、
住
持
に
よ
る
寺
請
の
行
使
や
宗
教
活
動
に

よ
っ
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
基
盤
は
社
会
的
要
請
の
う
え
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

言
う
な
れ
ば
、
寺
院
の
社
会
的
存
立
基
盤
は
、
住
持
に
よ
る
そ
う
し
た
活
動
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
寺
檀
の
関
係
を
制
度
的
に
拘
束
し
た

江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
寺
院
の
存
立
基
盤
を
確
固
た
る
も
の

に
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
の
存
立
は
、
そ
の
社
会
的
基
盤
の
形
成
の
み
に
よ
っ
て
成
立

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
寺
請
や
宗
教
行
為
と
い
っ
た
寺
院
の
住
持
に
よ
る
諸
活
動
を

持
続
的
に
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
経
済
的
な
裏
付
け
が
必
要
と
な
る
。
政
治
的
・

社
会
的
要
請
に
基
づ
く
社
会
的
存
立
基
盤
の
確
立
と
と
も
に
、
経
済
的
存
立
基
盤
が

整
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
寺
院
は
こ
の
時
代
に
安
定
的
な
位
地
を
確
保
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

近
世
に
お
け
る
寺
院
の
経
済
的
存
立
基
盤
に
つ
い
て
、
近
世
浄
土
真
宗
史
を
牽
引

し
て
き
た
児
玉
識
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
寺
領
を
持
た
ず
、
檀
家
の
懇

志
を
唯
一
の
財
源
と
す
る
多
く
の
真
宗
寺
院
で
は
、
檀
家
数
の
多
寡
が
寺
院
経
済
を

大
き
く
左

（
６
）

右
す
る
」。
児
玉
の
こ
う
し
た
指
摘
は
、
寺
院
経
営
の
基
盤
を
寺
檀
関
係
に

も
と
づ
く
檀
家
か
ら
の
「
懇
志
」、
す
な
わ
ち
檀
徳
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
寺
請
や
宗
教
活
動
と
い
っ
た
社
会
的
存
立
基
盤
と
経
済
的
存
立
基
盤
が
一
致

し
て
い
る
の
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
浄
土
真
宗
寺
院
の
特
徴
で
あ
る
と
整
理
さ
れ

よ
う
。
ま
た
、
他
宗
派
に
目
を
転
じ
て
も
、
檀
徳
が
近
世
の
寺
院
経
営
を
支
え
る

大
き
な
柱
で
あ
る
こ
と
は
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
世
に
お
け
る
寺
院
経
営
は
、
檀
徳
の
み
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
。
寺
院
経
営
は
住
持
に
よ
る
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入

以
外
に
も
、
他
の
収
入
手
段
に
よ
る
経
済
的
補
完
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と

も
明
ら
か
に
さ
れ
つ

（
７
）

つ
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
寺
院
と
檀
家
と
の

関
係
を
視
野
に
入
れ
る
と
と
も
に
、
寺
院
の
収
入
手
段
に
関
し
て
よ
り
広
が
り
を

も
っ
た
寺
院
経
営
像
の
描
出
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
は
、
近
世
常
陸
国
の
天
台
宗
寺
院
を
分
析
の
対
象
と
し
、
檀
家
か
ら
の
収
入

と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
収
入
手
段
―
具
体
的
に
は
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
―
に
焦

点
を
当
て
、
寺
院
経
営
の
総
合
的
な
解
明
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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三

作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確

）
10
（

認
さ
れ
、
不
動
院
や
千
妙
寺
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
同
年

に
天
台
宗
各
寺
院
の
実
態
調
査
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
江
戸
崎
不
動
院
門
徒
分
限
帳
」
の
記
述
内
容
を
確
認
す
る
と
、
寺
院
名
と
所
在

村
名
、
寺
格
、
朱
印
地
、
除
地
、
年
貢
地
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
や
石
高
と
そ
こ
か
ら

得
ら
れ
る
作
徳
、
葬

）
11
（

祭
檀
家
及
び
祈
禱
檀
家
そ
れ
ぞ
れ
の
軒
）
12
（

数
、
そ
し
て
檀
徳
に

つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
記
載
内
容
は
、
近
世
中
期
の
常

陸
国
に
お
け
る
天
台
宗
教
団
に
お
い
て
、
個

）
13
（

別
的
な
寺
院
の
経
営
実
態
を
分
析
す
る

う
え
で
有
益
で
あ
る
。
本
節
で
は
同
史
料
に
も
と
づ
い
て
、
ま
ず
は
寺
院
経
営
の

根
幹
と
さ
れ
る
葬
祭
檀
家
の
把
握
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
史
料
に
登
場
す
る
全
一
一
三
ヶ
寺
の
う
ち
、
葬
祭
檀
家
が
確
認
さ
れ
る
の
は

四
一
ヶ
寺
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
化
し
た
も
の
が
次
の
表
１
で
あ
る
。

一
　
不
動
寺
院
配
下
寺
院
の
葬
祭
檀
家
と
祈
禱
檀
家

一
│
一　

葬
祭
檀
家
の
概
要

　

本
論
で
分
析
の
対
象
と
す
る
「
江
戸
崎
不
動
院
門
徒
分
（
８
）

限
帳
」
は
、
常
陸
国
信
太
郡

江
戸
崎
村
（
現
茨
城
県
稲
敷
市
）
の
天
台
宗
不
動
院
及
び
そ
の
配

（
９
）

下
寺
院
に
関
す
る

史
料
で
あ
る
。
同
史
料
は
全
三
冊
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
内
訳
は
「
江
戸
崎
不
動
院

門
徒
分
限
書
上
帳
」
が
上
下
二
冊
、「
江
戸
崎
不
動
院
末
分
限
帳
扣
帳
」
が
一
冊
で

あ
る
。
表
紙
の
文
言
か
ら
、
延
享
二（
一
七
四
五
）
年
に
作
成
さ
れ
た
「
分
限
帳
」
を

不
動
院
配
下
の
吉
祥
院
住
職
が
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
写
記
し
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
常
陸
国
で
は
、
千
妙
寺
配
下
寺
院
に
関
し
て
も
延
享
二
年
に
「
分
限
帳
」
が

寺院名 村　名 葬祭
檀家数

寺　格
備　考

末寺 門徒
１ 満願寺 河嶋崎村 273 〇
２ 善照寺 若栗村 93 〇
３ 照明院 伊佐郡村 90 〇
４ 宝勝院 大形村 75 〇
５ 海蔵寺 上次田村 70 〇
６ 如来寺 木原村 69 〇
７ 高照寺 福田村 67 〇
８ 延命寺 久野村 66 〇
９ 多宝院 古渡村 62 〇
10 妙香寺 土浦村 60 〇
11 観音寺 鳩嶋村 55 〇
12 万福寺 蒲ヶ山村 50 〇
13 来遍院 大須賀津村 50 〇
14 薬王寺 大山村 50 〇
15 圓光寺 佐倉村 40 〇 「祈滅檀家」
16 高福寺 嶋田村 40 〇
17 妙行寺 上条村 38 〇
18 八幡寺 豫崎村 37 〇
19 金剛院 桂村 37 〇
20 観音寺 飯嶋村 33 〇
21 西福寺 大谷村 27 〇
22 普賢院 信太村 25 〇
23 安楽寺 古渡村 22 〇
24 明鏡院 八井田村 22 〇
25 寿堂院 請領村 20 〇
26 不動院 江戸崎 20 〇 田舎本寺
27 持法院 佐倉村 20 〇
28 観行院 根火村 19 〇
29 龍蔵寺 大田村 18 〇
30 観音寺 佐倉村 17 〇
31 延命院 山内村 15 〇 註
32 地蔵院 木村 14 〇
33 無量院 大塚村 13 〇
34 東壽院 谷中村 12 〇
35 延壽院 山王村 12 〇
36 薬師寺 佐倉村 11 〇
37 和光院 根火村 8 〇
38 薬師寺 大田村 6 〇
39 龍光院 間野村 6 〇
40 経堂院 間野村 4 〇
41 慶正院 牛込村 2 〇

合　計 19 22
平　均 40.7 

（註） 「旦那祈滅共二十五軒」と墨書され、朱字で滅罪檀家
十五軒と記されている

表１　不動院配下寺院の葬祭檀家数
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四

葬
祭
檀
家
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
経
営
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
目
安
と
し
て
、

一
〇
〇
軒
か
ら
一
五
〇
軒
程
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

）
15
（

て
い
る
。
二
〇
軒
と

い
う
葬
祭
檀
家
数
は
、
圭
室
が
指
摘
し
た
数
字
の
五
分
の
一
以
下
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

程
度
の
葬
祭
檀
家
数
し
か
も
た
な
い
階
層
の
寺
院
が
一
定
の
割
合
で
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
同
時
代
に
お
け
る
寺
院
経
営
の
基
盤
を
考
え
る
う
え
で
注
視
す
べ
き

実
態
で
あ
る
。

一
│
二　

寺
格
別
に
み
る
葬
祭
檀
家
数

　

前
節
で
は
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
う
ち
葬
祭
檀
家
を
か
か
え
る
寺
院
に
つ
い
て
、

一
ヶ
寺
あ
た
り
の
檀
家
数
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
概
観
し
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
そ
れ

　

同
表
に
よ
る
と
、
葬
祭
檀
家
が
最
も
多
い
の
は
満
願
寺
（
№
１
）
で
二
七
三
軒
、

最
少
は
慶
正
院
（
№
41
）
の
二
軒
、
全
体
の
平
均
値
は
四
〇
軒
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

満
願
寺
は
相
対
的
に
突
出
し
た
葬
祭
檀
家
数
と
な
っ
て
お
り
、
例
外
的
な
寺
院
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
同
寺
を
除
い
た
四
〇
ヶ
寺
に
つ
い
て
、
一
ヶ
寺
あ
た
り

の
葬
祭
檀
家
数
を
中
央
値
で
み
る
と
二
六
軒
、
平

）
14
（均

値
は
三
五
軒
弱
と
な
る
。
近
世

中
期
に
お
け
る
不
動
院
配
下
寺
院
に
関
し
て
は
、
二
〇
軒
代
後
半
か
ら
三
〇
軒
台
前

半
と
い
う
数
字
が
統
計
処
理
上
の
標
準
的
な
葬
祭
檀
家
数
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
先
の
葬
祭
檀
家
数
を
一
〇
軒
ご
と
の
階
層
別
に
確
認
し
て
い
く
。
こ
こ
で

表
２
を
み
て
み
る
と
、
最
頻
値
は
一
一
か
ら
二
〇
軒
の
葬
祭
檀
家
を
か
か
え
る
寺
院

群
で
、
全
体
の
約
三
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
一
〇
軒
以
下
の
寺
院
五
ヶ
寺
を

加
え
る
と
、
計
一
七
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
四
〇
％
を
超
え
る
寺
院
が
葬
祭
檀
家
二
〇
軒

以
下
と
な
る
。
一
方
で
、
五
一
軒
以
上
の
葬
祭
檀
家
数
を
有
す
る
寺
院
は
一
一
ヶ
寺
、

割
合
に
し
て
二
〇
％
台
後
半
の
数
値
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
七
一
軒
以
上
の
葬
祭

檀
家
を
有
す
る
寺
院
は
四
ヶ
寺
の
み
で
あ
り
、
全
体
の
一
〇
％
に
も
満
た
な
い
。

不
動
院
配
下
寺
院
の
葬
祭
檀
家
数
は
、
お
お
む
ね
七
〇
軒
以
下
の
範
囲
に
収
ま
る
と

考
え
て
よ
い
。

　

こ
う
し
た
実
態
を
グ
ラ
フ
化
す
る
と
、
グ
ラ
フ
１
の
よ
う
に
な
る
。
同
グ
ラ
フ

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
不
動
院
配
下
各
寺
院
の
葬
祭
檀
家
数
は
、
正
規
分
布
を
示

し
て
お
ら
ず
、
中
央
値
及
び
平
均
値
よ
り
も
下
方
に
偏
在
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
は
、
葬
祭
檀
家
数
が
二
〇
軒
以
下
と
い
う
寺
院
の
階
層
が
、

全
体
の
平
均
値
を
押
し
下
げ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
葬
祭
檀
家
二
〇
軒
の
と
い
う
数
字
は
、
寺
院
経
営
を
維
持

し
て
い
く
う
え
で
充
分
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
圭
室
文
雄
は
、
近
世
の
寺
院
が

葬祭檀家数［軒］ 寺院数 全寺院数に対する割合
～ 10 ５ 12.2%

11 ～ 20 12 29.3%
21 ～ 30 ４ 9.8%
31 ～ 40 ６ 14.6%
41 ～ 50 ３ 7.3%
51 ～ 60 ２ 4.9%
61 ～ 70 ５ 12.2%
71 ～ 80 １ 2.4%
81 ～ 90 １ 2.4%
91 ～ 100 １ 2.4%
101 ～ １ 2.4%

合計 41 100.0%

表２　不動院配下寺院の葬祭檀家数（10軒ごと）

グラフ1　不動院配下寺院の葬祭檀家数

（寺院数）

（
葬
祭
檀
家
数
）

〜
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〜
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〜
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〜
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〜
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五

は
最
少
の
寺

）
17
（

院
で
あ
る
。
ま
た
、
平
均
葬
祭
檀
家
数
は
六
六
軒
強
で
あ
り
、
満
願
寺
を

除
く
と
五
五
軒
程
度
と
な
る
。
さ
ら
に
「
末
寺
」
寺
院
全
体
で
は
、
五
一
軒
以
上
の

葬
祭
檀
家
数
を
有
す
る
寺
院
が
一
一
ヶ
寺
確
認
さ
れ
、
そ
の
割
合
は
過
半
を
超
え
て

い
る
。
先
掲
表
１
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
五
一
軒
以
上
の
葬
祭
檀
家
数
を
も
つ

寺
院
は
、
す
べ
て
「
末
寺
」
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
葬
祭
檀
家
数
二
〇
軒
台
の
寺
院
も
四
ヶ
寺
確
認
さ
れ
る
が
、「
末
寺
」
寺
院

全
体
に
占
め
る
割
合
は
二
〇
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
葬
祭
檀
家
数
を
一
〇
軒
ご
と
に

ま
と
め
た
グ
ラ
フ
２
を
み
る
と
、
最
頻
値
は
六
一
軒
か
ら
七
〇
軒
の
階
層
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
も
、「
末
寺
」
寺
院
に
関
し
て
は
、
葬
祭
檀
家
の
み
で
寺
院
経
営
を

維
持
で
き
る
と
さ
れ
る
数
字
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
一
定
数
の
葬
祭
檀
家
を
抱
え
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

ら
寺
院
の
分
析
を
掘
り
下
げ
て
進
め
て
い
き
た
い
。
注
目
す
る
の
は
寺
格
で
あ
る
。

　

先
記
の
と
お
り
、「
江
戸
崎
不
動
院
門
徒
分
限
書
上
帳
」
は
、
不
動
院
配
下
寺
院
に

つ
い
て
「
末
寺
」
と
「
門
徒
」
と
に
類
別
し
、
分
冊
形
式
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
「
末
寺
」「
門
徒
」
と
は
、
天
台
宗
内
の
寺
格
で
あ
る
。
具
体
的
な
寺
格
の

差
異
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
寺
格
別
に
葬
祭
檀
家
数
を
明
ら
か
に

し
た
い
。「
末
寺
」
寺
院
と
「
門
徒
」
寺
院
の
寺
格
に
つ
い
て
は
、
前
掲
表
１
で
確
認

で
き
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
表
１
に
も
と
づ
い
て
、
寺
格
別
の
葬
祭

檀
家
数
を
分
析
す
る
た
め
に
表
３
及
び
表
４
を
用
意
し
た
。

　

ま
ず
「
末
寺
」
寺
院
の
一
九
ヶ
寺
に
つ
い
て
表
３
で
確
認
し
た
い
。
例
外
的
な
寺
院

と
し
て
先
に
指
摘
し
た
満
願
寺
を
除
く
と
、
最
多
の
寺
院
は
九
三
軒
、
最
少
は
二
〇
軒

の
葬
祭
檀
家
数
と
な
っ
て
い
る
。
田

）
16
（

舎
本
寺
で
あ
る
不
動
院
は
、
葬
祭
檀
家
数
と
し
て

（寺院数）

（
葬
祭
檀
家
数
）

〜
10

11
〜
20

21
〜
30

31
〜
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〜
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〜
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〜
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71
〜
80

81
〜
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〜
100
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〜
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12

グラフ２　「末寺」寺院の葬祭檀家数

寺院名 村　名 葬祭檀家数
寺　格

末寺 門徒

１ 満願寺 河嶋崎村 273 〇

２ 善照寺 若栗村 93 〇

３ 照明院 伊佐郡村 90 〇

４ 宝勝院 大形村 75 〇

５ 海蔵寺 上次田村 70 〇

６ 如来寺 木原村 69 〇

７ 高照寺 福田村 67 〇

８ 延命寺 久野村 66 〇

９ 多宝院 古渡村 62 〇

10 妙香寺 土浦村 60 〇

11 観音寺 鳩嶋村 55 〇

12 万福寺 蒲ヶ山村 50 〇

13 来遍院 大須賀村 50 〇

14 薬王寺 大山村 50 〇

15 圓光寺 佐倉村 40 〇

16 西福寺 大谷村 27 〇

17 普賢院 信太村 25 〇

18 寿堂院 請領村 20 〇

19 不動院 江戸崎 20 ◎

平　均 66.4 

表３　「末寺」寺院の葬祭檀家数
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六

な
い
寺
院
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

加
え
て
、「
末
寺
」
寺
院
で
は
全
体
の
過
半
を
占
め
て
い
た
五
一
軒
以
上
の
葬
祭
檀

家
数
を
も
つ
寺
院
は
一
ヶ
寺
も
存
在
し
な
い
。
全
体
の
平
均
葬
祭
檀
家
数
は
一
八
軒

程
度
で
あ
り
、「
末
寺
」
寺
院
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
三
分
の
一
以
下
と
な
る
。
ま

た
、
最
多
の
葬
祭
檀
家
数
を
も
つ
寺
院
で
あ
っ
て
も
、「
末
寺
」
寺
院
の
平
均
葬
祭
檀

家
数
に
及
ば
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
寺
院
経
営
を
分
析
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
葬
祭
檀
家
数
に
つ
い
て
は
、
寺
格
に
よ
っ
て
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
さ
ら
に
詳
査
す
る
た
め
に
、
表
５
を
提
示
す
る
。
同
表
は
、
葬
祭
檀
家
を

　

次
に
「
門
徒
」
寺
院
に
関
し
て
、
表
４
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。「
門
徒
」

寺
院
で
は
、
葬
祭
檀
家
の
最
多
が
四
〇
軒
、
最
少
が
二
軒
で
あ
る
。「
末
寺
」
寺
院

と
は
対
照
的
に
、
全
二
一
ヶ
寺
の
う
ち
、
二
〇
軒
台
以
下
の
葬
祭
檀
家
し
か
も
た

な
い
寺
院
が
一
七
ヶ
寺
存
在
し
、
約
八
〇
％
の
寺
院
が
こ
の
階
層
に
属
し
て
い
る
。

「
末
寺
」
寺
院
と
比
較
し
て
、
四
倍
程
度
の
高
率
で
あ
る
。

　

ま
た
、
グ
ラ
フ
３
か
ら
確
認
さ
れ
る
最
頻
値
は
、
一
一
軒
か
ら
二
〇
軒
の
葬
祭

檀
家
を
か
か
え
る
階
層
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
末
寺
」
寺
院
で
は
確
認
さ
れ
な
い
葬
祭

檀
家
一
〇
軒
以
下
の
寺
院
も
五
ヶ
寺
存
在
し
、
二
〇
％
超
の
「
門
徒
」
寺
院
が
こ
れ

に
該
当
す
る
。「
門
徒
」
寺
院
に
限
定
す
る
と
、
こ
の
程
度
の
葬
祭
檀
家
数
し
か
も
た

（寺院数）

（
葬
祭
檀
家
数
）
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〜
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〜
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〜
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グラフ３　「門徒」寺院の葬祭檀家数

寺院名 村　名 葬祭檀家数
寺　格

末寺 門徒

１ 高福寺 嶋田村 40 〇

２ 妙行寺 上条村 38 〇

３ 八幡寺 豫崎村 37 〇

４ 金剛院 桂村 37 〇

５ 観音寺 飯嶋村 33 〇

６ 安楽寺 古渡村 22 〇

７ 明鏡院 八井田村 22 〇

８ 持法院 佐倉村 20 〇

９ 観行院 根火村 19 〇

10 龍蔵寺 大田村 18 〇

11 観音寺 佐倉村 17 〇

12 延命院 山内村 15 〇

13 地蔵院 木村 14 〇

14 無量院 大塚村 13 〇

15 東壽院 谷中村 12 〇

16 延壽院 山王村 12 〇

17 薬師寺 佐倉村 11 〇

18 和光院 根火村 8 〇

19 薬師寺 大田村 6 〇

20 龍光院 間野村 6 〇

21 経堂院 間野村 4 〇

22 慶正院 牛込村 2 〇

平　均 18.5 

表４　「門徒」寺院の葬祭檀家数
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七

れ
ば
、「
末
寺
」
寺
院
は
そ
こ
に
住
持
す
る
住
職
自
ら
が
「
自
分
で
葬
儀
を
執
行
で

き
る
格
式
の
寺
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
門
徒
」
寺
院
に
つ
い
て
は
「
末
寺
の
下
に

位
置
す
る
寺
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
住
職
は
「
本
寺
の
住
職
に
導
師
を
頼
ま
な
い
と

葬
儀
が
執
行
で
き
な
い
寺
」
を
指

）
18
（

し
て
い
る
。

　

こ
の
時
代
、
葬
儀
を
依
頼
す
る
寺
院
の
住
職
に
寺
請
を
執
行
し
て
も
ら
う
の
が

一

）
19
（

般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
葬
祭
寺
院
と
寺
請
寺
院
は
同
意
で
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
勘
案
す
る
と
、「
末
寺
」
寺
院
の
住
職
は
、
葬
祭
と
と
も
に
寺
請

を
行
う
権
限
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
「
門
徒
」
寺
院
の
住
職
に
は
こ
れ
が

付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
整
理
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
の
天
台
宗
教
団
で
は
、
寺
請
や
葬
祭
を
執
行
す
る
檀
家
の

有
無
や
そ
の
軒
数
に
関
し
て
、「
末
寺
」
寺
院
、「
門
徒
」
寺
院
と
い
っ
た
寺
格
の

あ
い
だ
に
著
し
い
差
異
が
確
認
さ
れ
る
。

一
│
三　

葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
負
担

　

次
に
み
る
の
は
、
各
寺
院
に
対
し
て
葬
祭
檀
家
が
ど
れ
だ
け
の
負
担
を
し
て
い

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
節
に
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
天
台
宗
教
団
で
は
、

「
末
寺
」
寺
院
や
「
門
徒
」
寺
院
と
い
っ
た
寺
格
に
よ
っ
て
、
寺
請
に
関
す
る
権
限
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
制
度
と
し
て
の
寺
請
が
寺
檀
関
係
を
規
定
し
、
さ
ら
に
は

こ
の
時
代
の
寺
院
経
営
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
研
究

史
の
う
え
で
指
摘
さ

）
20
（

れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
不
動
院
の
配
下

寺
院
を
一
括
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
寺
格
別
に
分
析
を
進
め
る
こ
と
が
有
効
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
は
表
６
に
て
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
う
ち
、「
末
寺
」
寺
院
の
実
態
を

析
出
し
た
い
。

ま
っ
た
く
も
た
な
い
寺
院
を
寺
格
別
に
表
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
全
一
一
三
ヶ
寺

の
う
ち
、
葬
祭
檀
家
を
も
た
な
い
寺
院
は
六
九
ヶ

寺
確
認
さ
れ
、
全
体
の
六
〇
％
強
を
占
め
て
い

る
。
不
動
院
配
下
の
寺
院
全
体
で
は
、
過
半
数
以

上
の
寺
院
で
葬
祭
檀
家
を
有
し
て
い
な
い
実
態
が

看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

寺
格
別
で
は
、「
末
寺
」
寺
院
で
あ
っ
て
も
三
割

以
上
の
寺
院
で
葬
祭
檀
家
を
有
し
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
他
方
「
門
徒
」
寺
院
に
目
を
向
け
る

と
、
そ
の
割
合
は
七
割
以
上
と
な
り
、「
末
寺
」

寺
院
の
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。「
門
徒
」
寺
院

の
場
合
に
は
、
葬
祭
檀
家
を
も
た
な
い
寺
院
が
一

般
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
不
動
院
配
下

寺
院
全
体
の
う
ち
、
葬
祭
檀
家
を
も
た
な
い
寺
院
が

過
半
数
を
上
回
る
数
値
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
門

徒
」
寺
院
が
寺
院
数
及
び
葬
祭
檀
家
を
も
た
な
い
割
合
の
両
面
で
「
末
寺
」
寺
院
を

圧
倒
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
、
葬
祭
檀
家
を
有
す
る
か
否
か
と
い
っ
た
寺
院
経
営
の

根
幹
は
、
寺
格
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

「
末
寺
」
寺
院
「
門
徒
」
寺
院
と
い
っ
た
寺
格
は
、
近
世
の
天
台
宗
教
団
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
宇
高
良
哲
は
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
宇
高
に
よ

寺院数 葬祭檀家なし 割合

「末寺」寺院 31 10 32.3%

「門徒」寺院 82 59 72.0%

合　計 113 69 61.1%

（註）「葬祭檀家なし」は「寺院数」の内数

表５　寺格別にみる無檀家の割合
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八

　

表
６
に
よ
れ
ば
、
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
が
最
も
多
い
の
は
、
普
賢
院
で

あ
る
。
同
院
で
は
、
葬
祭
檀
家
数
二
五
軒
、
檀
徳
が
二
四
貫
文
（
二
四
〇
〇
〇
文
）

と
な
っ
て
お
り
、
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
は
九
六
〇
文
と
な
る
。
次
に
位
置
す
る

寿
堂
院
が
葬
祭
檀
家
数
二
〇
軒
、
檀
徳
一
二
貫
文（
一
二
〇
〇
〇
文
）で
あ
り
、
檀
家

一
軒
あ
た
り
に
つ
き
六
〇
〇
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
普
賢
院

の
数
字
は
突
出
し
て
い
る
。
史
料
上
の
制
約
か
ら
経
年
比
較
が
で
き
な
い
た
め
、

同
年
に
限
っ
て
檀
徳
が
多
い
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
普
賢
院
が
有
力

な
檀
家
を
か
か
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

他
方
で
、
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
葬
祭
檀
徳
が
最
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
満
願

寺
で
あ
る
。
同
寺
は
本
章
第
一
節
に
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
不
動
院
配
下
寺
院
と
し
て

最
も
多
い
葬
祭
檀
家
数
を
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
に

つ
い
て
は
五
〇
文
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
普
賢
院
と
比
較
す
る
と
二
〇
倍
近
い

差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
満
願
寺
の
次
に
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
が
少
な
い
善
照
寺

に
つ
い
て
も
、
九
三
軒
の
葬
祭
檀
家
が
確
認
さ
れ
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
な
か
で
は

第
二
位
の
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
檀
家
数
の
多
さ
が
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
支
出

を
寡
少
に
し
て
い
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
末
寺
」
寺
院
全
体
の
檀
徳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
平
均
が
一
〇
貫
文
強
と
な
る
。

ま
た
、
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
は
、
二
六
五
文
程
度
で
あ
る
。
突
出
し
て

い
る
普
賢
院
を
除
け
ば
二
三
〇
文
弱
と
な
り
、
こ
の
あ
た
り
が
檀
家
一
軒
あ
た
り
の

標
準
的
な
檀
徳
と
な
る
。

　

次
に
「
門
徒
」
寺
院
に
分
類
さ
れ
る
寺
院
に
つ
い
て
、
同
様
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。

表
７
に
お
い
て
、
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
が
最
も
多
い
の
は
慶
正
院
で
、
二
軒
の

葬
祭
檀
家
数
が
二
貫
文
（
二
〇
〇
〇
文
）
を
負
担
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
一
貫
文

（
一
〇
〇
〇
文
）
の
計
算
と
な
る
。
次
位
と
な
る
地
蔵
院
が
一
四
軒
の
葬
祭
檀
家
で

寺院名 村　名 葬祭檀家数
【Ａ】

葬祭檀徳（文）
【Ｂ】 【Ｂ】／【Ａ】

寺　格
備　考

末寺 門徒
１ 普賢院 信太村 25 24000 960.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
２ 寿堂院 請領村 20 12000 600.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
３ 観音寺 鳩嶋村 55 28000 509.1 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
４ 万福寺 蒲ヶ山村 50 20000 400.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
５ 照明院 伊佐郡村 90 30000 333.3 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
６ 西福寺 大谷村 27 8400 311.1 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
７ 如来寺 木原村 69 20000 289.9 〇
８ 海蔵寺 上次田村 70 15000 214.3 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
９ 圓光寺 佐倉村 40 8000 200.0 〇 「祈滅檀家」
10 多宝院 古渡村 62 12000 193.5 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
11 来遍院 大須賀村 50 8000 160.0 〇
12 宝勝院 大形村 75 12000 160.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
13 延命寺 久野村 66 10000 151.5 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
14 高照寺 福田村 67 10000 149.3 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
15 不動院 江戸崎 20 2000 100.0 〇 田舎本寺
16 妙香寺 土浦村 60 6000 100.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
17 薬王寺 大山村 50 5000 100.0 〇
18 善照寺 若栗村 93 6000 64.5 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
19 満願寺 河嶋崎村 273 15000 54.9 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む

平　均 66.4 13231.6 265.9

表６　「末寺」の葬祭檀家１軒あたりの檀徳
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九

四
貫
文
（
四
〇
〇
〇
文
）、
一
軒
あ
た
り
に
す
る
と
二
八
五
文
程
度
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
慶
正
院
も
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
が
少
な
い
寺
院
に
目
を
向
け
る
と
、
最
少
と
な
っ
て
い
る

の
が
経
堂
院
で
、
四
軒
の
葬
祭
檀
家
で
一
〇
〇
文
、
一
軒
あ
た
り
二
五
文
の
数
字
と

な
る
。
経
堂
院
に
次
い
で
少
な
い
龍
光
院
で
は
、
六
軒
の
葬
祭
檀
家
で
二
〇
〇
文
の

檀
徳
と
な
っ
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
三
三
文
強
の
計
算
に
な
る
。「
門
徒
」
寺
院
全
体

の
平
均
檀
徳
は
二
貫
二
〇
〇
文
程
度
で
、
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
に
す
る
と
一
五
〇

文
強
の
檀
徳
収
入
を
得
て
い
た
。
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
が
例
外
的
に
多
い

慶
正
院
を
除
く
と
一
一
〇
文
程
度
と
な
り
、
計
算
上
で
は
こ
の
あ
た
り
の
数
字
が

標
準
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
さ
ら
に
「
末
寺
」
寺
院
と
「
門
徒
」
寺
院
の
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
を

比
較
し
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
数
字
が
一
〇
〇
文
に
満
た
な
い
寺
院
を
抽
出
す
る
と
、

「
末
寺
」
寺
院
で
は
全
一
九
ヶ
寺
中
わ
ず
か
二
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
一
〇
％
程
度
で

あ
る
の
に
対
し
、「
門
徒
」
寺
院
の
場
合
に
は
こ
の
階
層
が
一
〇
ヶ
寺
確
認
さ
れ
、

全
二
二
ヶ
寺
に
占
め
る
割
合
は
四
五
％
強
と
な
る
。
葬
祭
檀
家
数
に
関
し
て
、「
末
寺
」

寺
院
と
「
門
徒
」
寺
院
で
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
こ
と
は
前
節
で
も
確
認
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
加
え
て
、
個
別
の
葬
祭
檀
家
が
負
担
す
る
檀
徳
に
つ
い
て
も
、
寺
格

に
よ
る
差
異
は
歴
然
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
末
寺
」
寺
院
と
「
門
徒
」
寺
院
の
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
平
均
値
を
み
て

み
る
と
、
両
者
に
は
二
倍
程
度
の
差
が
あ
る
。
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
天
台
宗

寺
院
の
分
限
帳
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
圭
室
文
雄
は
、「
葬
祭
寺
院
」
と
「
祈
禱
寺

院
」で
は
、檀
家
の
負
担
に
二
倍
か
ら
四
倍
程
度
の
差
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

）
21
（

て
い
る
。

圭
室
が
分
析
し
て
い
る
の
は
、
葬
祭
檀
家
と
祈
禱
檀
家
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担
す
る
檀
徳

の
比
較
で
あ
る
が
、
葬
祭
檀
家
に
限
定
し
て
み
て
も
、「
末
寺
」
寺
院
と
「
門
徒
」
寺
院

寺院名 村　名 葬祭檀家数
【Ａ】

葬祭檀徳（文）
【Ｂ】 【Ｂ】／【Ａ】

寺　格
備　考

末寺 門徒
１ 慶正院 牛込村 2 2000 1000.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
２ 地蔵院 木村 14 4000 285.7 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
３ 観音寺 佐倉村 17 3400 200.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
４ 薬師寺 佐倉村 11 2000 181.8 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
５ 安楽寺 古渡村 22 4000 181.8 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
６ 高福寺 嶋田村 40 7000 175.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
７ 東壽院 谷中村 12 2000 166.7 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
８ 妙行寺 上条村 38 5000 131.6 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
９ 無量院 大塚村 13 1500 115.4 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
10 八幡寺 豫崎村 37 4000 108.1 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
11 薬師寺 大田村 6 600 100.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
12 持法院 佐倉村 20 2000 100.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
13 金剛院 桂村 37 3500 94.6 〇
14 和光院 根火村 8 700 87.5 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
15 龍蔵寺 大田村 18 1500 83.3 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
16 観行院 根火村 19 1500 78.9 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
17 延壽院 山王村 12 800 66.7 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
18 延命院 山内村 15 850 56.7 〇 「旦那祈滅共二十五軒」
19 明鏡院 八井田村 22 1200 54.5 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
20 観音寺 飯嶋村 33 1200 36.4 〇
21 龍光院 間野村 6 200 33.3 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む
22 経堂院 間野村 4 100 25.0 〇 葬祭檀徳に祈禱檀徳を含む

平　均 18.5 2229.5 152.9 

表７　「門徒」の葬祭檀家１軒あたりの檀徳
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十

属
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
半
数
以
上
の
寺
院
で
、
祈
禱
檀
家
数
が
三
〇
軒

以
下
で
あ
る
。

　

祈
禱
檀
家
数
に
つ
い
て
の
概
観
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
そ
の
実
態
を
よ
り

詳
細
に
確
認
し
て
い
く
。
次
に
先
掲
表
８
の
も
と
と
な
っ
た
表
９
を
提
示
す
る
。

こ
れ
は
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
う
ち
、
祈
禱
檀
家
の
存
在
が
判
明
す
る
寺
院
に
つ
い

て
、
祈
禱
檀
家
数
、
祈
禱
檀
徳
、
祈
禱
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
、
及
び
寺
格
に

つ
い
て
ま
と
め
た
表
で
あ
る
。
ま
ず
寺
格
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
「
門
徒
」
寺
院
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
末
寺
」
寺
院
に
つ
い
て
も
祈
禱
檀
家
を
有
し
て
い
る
寺
院
は

存
在
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
檀
徳
が
史
料
上
で
は
「
滅
罪
檀
家
」、
す
な
わ
ち
葬
祭

檀
家
か
ら
の
収
入
に
含
め
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
祈
禱
檀
家
か
ら
の
檀
徳
が
不
明
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
除
外
し
て
い
る
。

の
あ
い
だ
に
は
同
様
の
負
担
差
が
生
じ
て
い
る
実
態
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
事
例
で
は
、「
末
寺
」
寺
院
と
「
門
徒
」

寺
院
と
い
っ
た
寺
格
に
よ
っ
て
、
葬
祭
檀
家
数
や
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
に

大
き
な
差
異
が
存
在
し
た
。
そ
も
そ
も
「
門
徒
」
寺
院
の
場
合
に
は
、
葬
祭
檀
家
を

有
し
て
い
な
い
寺
院
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
か
か
え
て
い
た
場
合
で
も
、「
末
寺
」

寺
院
と
比
較
し
て
葬
祭
檀
家
数
で
は
三
分
の
一
程
度
、
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳

に
つ
い
て
は
二
分
の
一
程
度
と
な
っ
て
い
た
。
同
一
地
域
、
同
一
宗
派
内
の
寺
院
で

あ
っ
て
も
、
葬
祭
檀
家
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
寺
格
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
│
四　

祈
禱
檀
家

　

本
論
で
は
前
節
ま
で
に
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
葬
祭
檀
家
に
つ
い
て
の
分
析
を

進
め
て
き
た
。
葬
祭
檀
家
の
実
態
を
描
出
す
る
こ
と
は
、
寺
檀
制
度
の
内
実
を
知
る

う
え
で
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、「
檀
家
」
と
い
う
枠
組
み
で

考
え
る
な
ら
ば
、
葬
祭
や
寺
請
と
い
っ
た
制
度
的
枠
組
み
の
外
に
存
在
し
た
祈

）
22
（

禱
檀
家

の
存
在
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
節
で
は
、
不
動
院
配
下
寺
院
が
有
す
る
祈
禱
檀
家
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
を
一
〇
軒
ご
と
の
階
層
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
表
８
の
よ
う
に

な
る
。
ま
ず
、
一
〇
〇
軒
以
上
の
祈
禱
檀
家
を
か
か
え
る
寺
院
が
二
ヶ
寺
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
二
ヶ
寺
は
後
掲
の
表
９
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

二
〇
〇
軒
と
一
五
〇
軒
の
祈
禱
檀
家
を
有
し
て
い
る
。
八
一
軒
か
ら
一
〇
〇
軒
ま
で

に
区
分
さ
れ
る
寺
院
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
二
ヶ
寺
の
祈
禱

檀
家
数
は
突
出
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
最
頻
値
を
み
る
と
、
一
一
軒

か
ら
二
〇
軒
の
階
層
に
二
六
％
の
寺
院
が
存
在
し
、
こ
れ
に
〇
軒
か
ら
一
〇
軒
ま
で

の
九
ヶ
寺
を
加
え
る
と
、
四
割
以
上
の
寺
院
が
祈
禱
檀
家
二
〇
軒
以
下
の
階
層
に

表８　不動院配下寺院の祈禱檀家数

祈禱檀家数 寺院数 全寺院数に
対する割合

全寺院に
占める累計割合

0 ～ 10軒 ９ 18.0% 18.0%

11 ～ 20 13 26.0% 44.0%

21 ～ 30 ８ 16.0% 60.0%

31 ～ 40 ８ 16.0% 76.0%

41 ～ 50 ５ 10.0% 86.0%

51 ～ 60 １ 2.0% 88.0%

61 ～ 70 ２ 4.0% 92.0%

71 ～ 80 ２ 4.0% 96.0%

81 ～ 90 ０ 0.0% 96.0%

91 ～ 100 ０ 0.0% 96.0%

101 ～ ２ 4.0% 100.0%

合　計 50 100.0% 100.0%
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寺院名 村　名 祈祷檀家数
【Ａ】

祈祷檀徳
【Ｂ】／【Ａ】

寺　格
備　考

史料上の表記 銭換算（文）
【Ｂ】 末寺 門徒

１ 慈眼院 依田村 24 １両２歩 6000 250.0 〇 金１両＝銭４貫文
２ 華王院 大山村 6 １貫300文 1300 216.7 〇
３ 宝寿院 下酒田村 51 11貫文 11000 215.7 〇
４ 泉念寺 下酒田村 30 ６貫文 6000 200.0 〇
５ 普賢寺 若山村 11 ２貫文 2000 181.8 〇
６ 清鏡院 大山村 20 3貫500文 3500 175.0 〇

７ 法庵寺 伊佐郡村 41 米２俵２斗
銭３貫文 7000 170.7 〇 金１両＝銭４貫文

金１両＝米１石　米１俵＝４斗入
８ 醫王寺 茂呂村 12 ２貫文 2000 166.7 〇
９ 宝樹院 大塚村 50 ８貫文 8000 160.0 〇
10 真福寺 布佐村 22 ３貫500文 3500 159.1 〇
11 自性院 木原村 26 ４貫文 4000 153.8 〇
12 正善院 沼田村 33 ５貫文 5000 151.5 〇
13 佛乗院 土浦村 10 １貫500文 1500 150.0 〇
14 自徳院 沼田村 34 ５貫文 5000 147.1 〇
15 極東寺 茂呂村 17 ２貫500文 2500 147.1 〇
16 観明院 大山村 18 ２貫500文 2500 138.9 〇

17 長照院 金井村 50 米２俵１斗
銭３貫文 6600 132.0 〇 金１両＝銭４貫文

金１両＝米１石　米１俵＝４斗入
18 慶城院 木原村 80 10貫文 10000 125.0 〇
19 安養寺 上濱田村 15 １貫800文 1800 120.0 〇
20 西光寺 下濱田村 31 ３貫500文 3500 112.9 〇
21 経蔵院 吉原村 28 ３貫文 3000 107.1 〇
22 観行院 木原村 15 １貫600文 1600 106.7 〇
23 真乗院 結佐村 64 ６貫500文 6500 101.6 〇
24 常東院 嶋津村 70 ７貫文 7000 100.0 〇
25 地福寺 亀崎村 18 １貫800文 1800 100.0 〇
26 福翁院 舟子村 15 １貫500文 1500 100.0 〇
27 光明院 領念村 8 800文 800 100.0 〇
28 地蔵院 伊佐郡村 7 700文 700 100.0 〇
29 真福寺 古渡村 5 500文 500 100.0 〇
30 薬師寺 木原村 40 ３貫500文 3500 87.5 〇
31 西善寺 古渡村 35 ３貫文 3000 85.7 〇
32 慈眼寺 木原村 12 １貫文 1000 83.3 〇
33 長福寺 久野村 6 500文 500 83.3 〇
34 宝鏡院 土浦村宮久保 37 ３貫文 3000 81.1 〇
35 西光寺 興津村 10 800文 800 80.0 〇
36 醫王寺 吉原村 26 ２貫文 2000 76.9 〇
37 廣蔵寺 領念村 22 １貫600文 1600 72.7 〇
38 龍星院 竜ヶ崎村 150 10貫文 10000 66.7 〇
39 福泉寺 上濱田村 80 ５貫文 5000 62.5 〇
40 西照院 端山村 41 ２貫500文 2500 61.0 〇
41 華蔵院 大須賀津村 50 金３歩 3000 60.0 〇 金１両＝銭４貫文
42 観音院 木原村 10 600文 600 60.0 〇
43 地蔵院 小坂村 19 １貫50文 1050 55.3 〇
44 地蔵院 河嶋崎村 40 ２貫文 2000 50.0 〇
45 普門院 河嶋崎村 40 ２貫文 2000 50.0 〇
46 一乗院 木原村 6 250文 250 41.7 〇
47 一乗院 竜ヶ崎村 200 ７貫文 7000 35.0 〇
48 観音寺 河嶋崎村 30 １貫文 1000 33.3 〇
49 地蔵院 月出村 20 600文 600 30.0 〇
50 正壽院 蒲ヶ山村 15 100文 100 6.7 〇

平　均 34.0 3332 109.0 

表９　不動院配下寺院の祈禱檀家数及び祈禱檀徳
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四
倍
で
あ
る
こ
と
が
圭
室
文
雄
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
不
動
院
配
下
寺
院
の

場
合
で
も
、
寺
格
の
差
異
を
無
視
す
れ
ば
同
様
の
実
態
が
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

「
門
徒
」
寺
院
が
か
か
え
る
葬
祭
檀
家
と
祈
禱
檀
家
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の

負
担
差
は
ほ
ぼ
同
額
と
な
っ
て
い
る
。
史
料
上
の
制
約
か
ら
、「
末
寺
」
寺
院
の
祈
禱

檀
徳
が
検
討
で
き
な
い
た
め
、
今
後
の
さ
ら
な
る
研
究
を
必
要
と
す
る
が
、
檀
家

一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
は
、
葬
祭
檀
家
や
祈
禱
檀
家
と
い
っ
た
檀
家
の
属
性
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
檀
家
が
属
す
る
寺
院
の
寺
格
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。

二
　
不
動
院
配
下
の
所
持
耕
地

二
│
一　

所
持
耕
地
の
概
観

　

前
章
で
は
、
不
動
院
配
下
の
寺
院
が
有
す
る
葬
祭
檀
家
と
祈
禱
檀
家
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
の
数
的
把
握
を
寺
格
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
き
た
。
近
世
初
期
段
階
に
お
け
る

寺
院
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
「
肥
後
藩
人
畜
改
帳
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の

寺
院
は
、
寺
僧
の
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
で
は
な
く
、
主
と
し
て
農
業

収
入
に
依
存
し
た
経

）
23
（

営
実
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
桑
斉
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
と

時
代
が
移
行
し
て
い
く
な
か
で
、
大
規
模
な
寺
院
の
所
持
耕
地
が
解
体
さ
れ
て
い
く

過
程
を
詳
細
に
論

）
24
（

じ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
寺
檀
制
度
が
確
立
し
た
の
ち
の
各
寺

院
の
経
営
は
、
檀
家
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
と
み
な
さ
れ
て
き
）
25
（

た
。

ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
上
で
は
、
各
宗
派
の
本
山
や
田
舎
本
寺
に
代
表
さ
れ
る

大
規
模
寺
院
を
除
き
、
寺
院
経
営
の
実
態
解
明
に
主
眼
を
置
い
た
実
証
的
研
究
は
未

だ
そ
の
蓄
積
が
充
分
と
は
言
い
難
い
現

）
26
（

状
に
あ
る
。

　

さ
て
、
個
別
の
寺
院
が
か
か
え
る
祈
禱
檀
家
か
ら
の
収
入
実
態
に
つ
い
て
み
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
檀
徳
が
最
も
多
い
の
は
宝
寿
院（
№
38
）
で
、
一
五
〇
軒

の
祈
禱
檀
家
か
ら
銭
に
換
算
し
て
一
一
貫
文（
一
一
〇
〇
〇
文
）を
得
て
い
る
。
宝
壽

院
以
外
に
銭
一
〇
貫
文
以
上
の
祈
禱
檀
徳
と
な
っ
て
い
る
寺
院
は
二
ヶ
寺
（
№
18
慶

城
院
と
№
38
龍
星
院
）
確
認
さ
れ
、
以
下
八
貫
文（
八
〇
〇
〇
文
）
が
一
ヶ
寺
、
七
貫
文

（
七
〇
〇
〇
文
）
三
ヶ
寺
と
続
い
て
い
る
。
一
方
で
祈
禱
檀
家
か
ら
の
収
入
が
少
な
い

寺
院
に
目
を
向
け
る
と
、
一
五
軒
の
祈
禱
檀
家
で
銭
一
〇
〇
文
の
正
壽
院（
№
50
）
が

最
少
で
あ
る
。
次
い
で
一
条
院（
№
46
）
が
五
軒
の
祈
禱
檀
家
か
ら
二
五
〇
文
、
以
下

五
〇
〇
文
、
六
〇
〇
文
が
そ
れ
ぞ
れ
二
ヶ
寺
ず
つ
存
在
す
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
全

五
〇
ヶ
寺
の
平
均
は
、
三
貫
三
〇
〇
文
（
三
三
〇
〇
文
）
程
度
で
あ
る
。

　

次
に
祈
禱
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
金
額
が
最
も
多
い

慈
眼
院
は
二
五
〇
文
で
あ
り
、
同
院
を
含
め
て
四
ヶ
寺
が
二
〇
〇
文
以
上
と
な
っ
て

い
る
。
他
方
で
最
も
少
な
い
の
は
正
壽
院
の
六
・
七
文
、
次
に
三
〇
文
代
の
三
ヶ
寺

が
つ
づ
い
て
い
る
。
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
平
均
祈
禱
檀
徳
は
一
〇
〇
・
九
文
で
あ
り
、

中
央
値
も
一
〇
〇
文
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
程
度
の
金
額
が
標
準
の
檀
徳
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
さ
ら
に
「
門
徒
」
寺
院
に
お
け
る
葬
祭
檀
家
と
祈
禱
檀
家
そ
れ
ぞ
れ
の

檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
を
比
較
し
た
い
。
葬
祭
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
は
、

突
出
し
た
一
ヶ
寺
を
除
く
と
一
一
〇
文
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
額
は
祈
禱
檀
家
の

檀
徳
と
近
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
門
徒
」
寺
院
の
場
合
に
は
、
各
寺
院
が
有
す

る
檀
家
が
葬
祭
檀
家
で
あ
っ
て
も
、
祈
禱
檀
家
と
同
等
程
度
の
檀
徳
し
か
得
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
点
を
整
理
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
葬
祭
檀
家
と
祈
禱
檀
家
の
檀
徳
負
担
差
は
、
二
倍
か
ら
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表
10
を
確
認
す
る
と
、
全
五
七
ヶ
寺
の
う
ち
三
三
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
五
七
％
強

の
寺
院
が
五
反
歩
未
満
の
所
持
耕
地
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
一
町
歩
以
上
の
耕
地

を
有
し
て
い
る
寺
院
は
一
五
ヶ
寺
で
全
体
の
二
六
％
程
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
町
歩

以
上
の
耕
地
を
有
す
る
寺
院
も
一
〇
％
程
度
の
割
合
で
存
在
す
る
。
な
お
、
最
大
は

四
町
四
反
歩
あ
ま
り
、
最
小
は
三
畝
歩
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
ヶ
寺
に
つ
い
て

は
三
反
歩
未
満
で
あ
る
。
こ
の
階
層
に
属
す
る
寺
院
は
、
所
持
耕
地
の
集
積
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
て
な
い
こ
と
が
明

）
27
（

ら
か
で
あ
る
。

　

全
体
的
に
み
る
と
、
一
町
歩
以
上
の
耕
地
を
有
す
る
の
は
四
分
の
一
程
度
の
寺
院

で
あ
り
、
多
く
の
寺
院
で
五
反
歩
未
満
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、

次
節
に
て
検
討
を
進
め
る
が
、
三
反
歩
未
満
の
寺
院
も
一
定
数
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
│
二　

寺
格
別
に
み
る
所
持
耕
地
の
実
態

　

不
動
院
配
下
寺
院
の
所
持
耕
地
面
積
に
関
し
て
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
よ
り

詳
細
な
検
討
に
移
り
た
い
。
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
不
動
院
配
下
寺
院
の
場
合

に
は
、
寺
格
に
よ
っ
て
葬
祭
檀
家
数
や
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
に
大
き
な
差
異
が

み
ら
れ
た
。
所
持
耕
地
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
寺
格
別
の
差
異
が
生
じ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
末
寺
」
寺
院
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

表
11
は
所
持
耕
地
面
積
が
確
認
で
き
る
一
三
ヶ
寺
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
最
大
は
来
遍
院
（
№
１
）
で
四
町
歩
以
上
の
耕
地
を
有
し
て
い
る
。

寺
院
経
営
を
支
え
る
に
充
分
な
耕
地
面
積
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
来
遍
院
を
含
め
て

二
町
歩
以
上
の
耕
地
を
有
し
て
い
る
の
が
五
ヶ
寺
確
認
さ
れ
、
全
体
の
三
八
％
程
度
、

一
町
歩
以
上
に
な
る
と
一
〇
ヶ
寺
で
七
七
％
程
度
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
分
析
の

　

併
せ
て
前
章
ま
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
不
動
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
寺
請
や
葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
住
持
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る

「
門
徒
」
寺
院
が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
「
門
徒
」
寺
院
の
場
合
に
は
、
檀
家

か
ら
の
収
入
に
依
存
で
き
な
い
経
営
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
寺
院

経
営
を
支
え
る
収
入
手
段
に
つ
い
て
は
、
檀
家
か
ら
の
収
入
を
含
め
た
よ
り
総
合
的

な
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
章
で
は
、
寺
院
経
営
を
支
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
柱
と
考
え
ら
れ
る
所
持

耕
地
に
関
し
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。「
江
戸
崎
不
動
院
不
動
院

門
徒
分
限
帳
」
の
全
三
冊
に
登
場
す
る
寺
院
の
所
持
耕
地
に
関
す
る
記
載
内
容
は
、

面
積
表
示
と
石
高
表
示
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
の
統
一
は
図
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
所
持
耕
地
面
積
が
判
明
す
る
五
七
ヶ
寺
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ

と
と
し
た
い
。
次
に
表
10
を
提
示
す
る
。

所持耕地 寺院数 全寺院数に
占める割合

0.5 町歩未満 33 57.9 %

0.5～1.0 町歩 9 15.8 %

1.0～1.5 町歩 7 12.3 %

1.5～2.0 町歩 2 3.5 %

2.0～2.5 町歩 3 5.3 %

2.5～3.0 町歩 1 1.8 %

3.5 町歩以上 2 3.5 %

57 100.0 %

表10　 不動院配下寺院の所持耕地（５反
歩ごと）
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四

て
は
、
檀
家
か
ら
の
収
入
に
加
え
て
、
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
に
つ
い
て
も
、
そ
の

経
営
を
支
え
る
両
輪
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
門
徒
」
寺
院
の
所
持
耕
地
の
規
模
は
如
何
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
次
に
「
門
徒
」
寺
院
の
所
持
耕
地
に
つ
い
て
ま
と
め
た
表
12
を
み
て
い
た
だ

き
た
い
。
同
表
に
よ
れ
ば
、「
門
徒
」
寺
院
で
あ
っ
て
も
、
最
大
の
所
持
耕
地
を
有

す
る
華
王
院（
№
１
）の
場
合
に
は
、
二
町
歩
以
上
の
田
畑
に
そ
の
経
営
が
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
華
王
院
の
場
合
も
安
定
的
な
住
持
の
止
住
に
貢
献
す
る

だ
け
の
農
業
収
入
を
確
保
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
一
町
歩
以
上

の
所
持
耕
地
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
華
王
院
を
含
め
て
五
ヶ
寺
の
み
で
あ
り
、
全

「
門
徒
」
寺
院
数
の
約
一
一
％
を
占
め
る
の
み
で
あ
る
。

　

所
持
耕
地
が
少
な
い
寺
院
に
目
を
転
じ
る
と
、
安
楽
寺（
№
44
）で
は
三
畝
歩
程
度

の
所
持
耕
地
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
最
小
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
所
持
耕
地
で
は
、

充
分
な
農
業
収
入
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
反
歩
未
満
の

所
持
耕
地
と
な
っ
て
い
る
寺
院
は
一
八
ヶ
寺
を
数
え
、
こ
の
階
層
が
全
体
の
四
〇
％

を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
七
〇
％
の
寺
院
で
五
反
歩
未
満
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
分
析
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
こ
う
。「
末
寺
」
寺
院
と
「
門
徒
」

寺
院
の
所
持
耕
地
を
比
較
す
る
と
、
葬
祭
檀
家
数
や
檀
家
一
軒
あ
た
り
の
檀
徳
と

同
様
に
顕
著
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
特
に
一
町
歩
以
上
の
所
持
耕
地
を
有
す
る
寺
院

に
限
定
す
る
と
、「
末
寺
」
寺
院
で
は
同
規
模
の
所
持
耕
地
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、「
門
徒
」
寺
院
で
は
約
九
割
が
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。「
末
寺
」
寺
院
の
場
合

に
は
、
そ
の
大
半
で
寺
院
経
営
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
目
安
と
な
る
檀
家
数
に
や
や

及
ば
な
い
も
の
の
、
そ
れ
を
補
完
す
る
農
業
収
入
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

対
象
と
な
る
寺
院
数
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
定
の
留
保
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
規
模
の
耕
地
か
ら
確
実
な
地
徳
収
入
が
見
込
め
る
の
で

）
28
（

あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

寺
院
で
は
住
持
の
止
住
に
充
分
な
農
業
収
入
を
確
保
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
所
持
耕
地
が
五
反
歩
未
満
の
寺
院
も
二
ヶ
寺
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し

「
末
寺
」
寺
院
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
一
五
％
に
過
ぎ
ず
、
標
本
数
か
ら
考
え
て
も

例
外
的
な
寺
院
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
不
動
院
配
下
の
「
末
寺
」
寺
院
に
関
し

寺院名 村　名
所持耕地

田方面積合計 畑方面積合計 総面積

１ 来遍院 大須賀津村 1.45 2.99 4.44

２ 寿堂院 請領村 1.62 1.86 3.48

３ 満願寺 河嶋崎村 1.43 1.20 2.63

４ 照明院 伊佐郡村 0.66 1.83 2.49

５ 吉祥院 沼田 0.85 1.31 2.16

６ 妙香寺 土浦村 0.42 1.43 1.85

７ 延命寺 久野村 0.84 0.77 1.61

８ 圓光寺 佐倉村 0.88 0.52 1.40

９ 普賢院 住吉村 0.72 0.62 1.34

10 成龍院 馬掛村 0.08 1.08 1.16

11 薬王寺 大山村 0.38 0.28 0.66

12 金蔵院 （不記） 0.00 0.04 0.04

13 多宝院 古渡村 0.00 0.03 0.03

平　均 0.72 1.07 1.79

（註１）小数点以上は町、小数点以下は反、畝を示す　　例）4.44 は４町４反４畝
（註２）歩については 16歩以上を繰り上げ、15 歩以下を切り捨て

表11　「末寺」寺院の所持耕地
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二
│
三　

檀
家
数
と
所
持
耕
地
の
相
関

　

前
節
に
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
檀
家
数
や
檀
徳
の
み
な
ら
ず
所
持
耕
地
に
つ
い
て

も
、
寺
格
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
次
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

檀
家
数
と
所
持
耕
地
に
つ
い
て
の
相
関
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
檀
徳
収
入
が
少
な
い
寺
院
は
そ
れ

を
補
完
す
る
た
め
に
土
地
集
積
を
進
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
寺
院
収
入
に
占
め
る
地

　

他
方
で
「
門
徒
」
寺
院
で
は
、
大
多
数
が
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
に
は
依
存
で
き

な
い
経
営
実
態
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
近
世
中
期
以
降
、「
門
徒
」
寺
院

の
無
住
化
が
進
行
す
る
背

）
29
（

景
に
は
、
こ
の
寺
格
の
寺
院
が
檀
家
か
ら
の
収
入
、
所
持

耕
地
か
ら
の
収
入
と
も
に
充
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
も
、
不
動
院
配
下
寺
院
に
つ
い
て
は
、
寺
格
に
よ
っ
て
所
持
耕
地

の
規
模
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
で
き
る
。

寺院名 村　名
所持耕地

田方面積合計 畑方面積合計 総面積
１ 華王院 大山村 0.70 1.40 2.10
２ 持法院 佐倉村 0.70 0.73 1.43
３ 観音寺 河嶋崎村 0.51 0.87 1.38
４ 極東寺 茂呂村 0.38 0.81 1.19
５ 高福寺 嶋田村 0.94 0.18 1.12
６ 醫王寺 茂呂村 0.06 0.92 0.98
７ 法庵寺 伊佐郡村 0.17 0.66 0.83
８ 華蔵院 大須賀津村 0.57 0.22 0.79
９ 泉念寺 下酒田村 0.71 0.03 0.74
10 東壽院 谷中村 0.13 0.54 0.67
11 正善院 沼田村 0.23 0.40 0.63
12 薬師寺 佐倉村 0.24 0.35 0.59
13 宝寿院 下酒田村 0.55 0.03 0.58
14 普賢寺 若山村 0.23 0.25 0.48
15 宝寿院 川原代村 0.39 0.09 0.48
16 普門院 河嶋崎村 0.32 0.12 0.44
17 西光寺 下濱田村 0.42 0.00 0.42
18 金剛院 桂村 0.03 0.38 0.41
19 清鏡院 大山村 0.28 0.12 0.40
20 観明院 大山村 0.15 0.23 0.38
21 観行院 根火村 0.14 0.22 0.36
22 観音寺 佐倉村 0.22 0.14 0.36
23 慶正院 牛込村 0.00 0.32 0.32
24 地福寺 亀崎村 0.23 0.08 0.31
25 自徳院 沼田村 0.00 0.30 0.30
26 地蔵院 伊佐郡村 0.08 0.22 0.30
27 地蔵院 木村 0.00 0.29 0.29
28 西照院 端山村 0.05 0.24 0.29
29 長照院 金井村 0.17 0.11 0.28
30 宝樹院 大塚村 0.13 0.13 0.26
31 真乗院 結佐村 0.23 0.00 0.23
32 宝鏡院 土浦村宮久保 0.08 0.15 0.23
33 和光院 根火村 0.04 0.18 0.22
34 慈眼院 依田村 0.15 0.07 0.22
35 地蔵院 河嶋崎村 0.22 0.00 0.22
36 薬師寺 大田村 0.00 0.20 0.20
37 佛乗院 土浦村 0.13 0.07 0.20
38 無量院 大塚村 0.00 0.13 0.13
39 明鏡院 八井田村 0.07 0.06 0.13
40 醫王寺 吉原村 0.04 0.09 0.13
41 観音寺 八井田村 0.02 0.10 0.12
42 八幡寺 豫崎村 0.10 0.00 0.10
43 真福寺 古渡村 0.06 0.02 0.08
44 安楽寺 古渡村 0.00 0.03 0.03

平　均 0.22 0.26 0.49
（註１）小数点以上は町、小数点以下は反、畝を示す　　例）2.10 は２町１反０畝
（註２）歩については 16歩以上を繰り上げ、15 歩以下を切り捨て

表12　「門徒」寺院の所持耕地
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程
度
で
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
明
確
な
相
関
関
係
が
成
立
し
な
い
と
判
断
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
分
析
し
て
き
た
と
お
り
、
葬
祭
檀
家
を
も
つ
寺
院
、
祈
禱
檀
家
を
も
つ

寺
院
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
家
数
と
所
持
耕
地
と
の
あ
い
だ
に
は
、
確
定
的
な
相
関

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
史
料
記
載
上
の
制
約
と

と
も
に
、
標
本
数
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
論
以
降
の
課
題
と
し
て
、

事
例
の
集
積
が
課
題
と
な
る
。

徳
収
入
の
割
合
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
指

）
30
（

摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
も
う

一
方
の
可
能
性
と
し
て
、
多
く
の
檀
徳
収
入
を
得
ら
れ
る
寺
院
で
は
、
そ
の
収
入
を

利
用
し
て
土
地
集
積
を
進
め
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
檀
家
数

や
檀
徳
収
入
に
比
例
し
て
所
持
耕
地
や
地
徳
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
不
動
院
配

下
寺
院
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
グ
ラ
フ
４
を
提
示
す
る
。
同
グ
ラ
フ
は
、
葬
祭
檀

家
数
と
所
持
耕
地
面
積
を
と
も
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
五
ヶ
寺
に
つ
い
て

表
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
二
五
ヶ
寺
の
寺
格
の
内
訳
は
、「
末
寺
」
寺
院

一
〇
ヶ
寺
、「
門
徒
」
寺
院
一
五
ヶ
寺
で
あ
る
。

　

葬
祭
檀
家
数
と
所
持
耕
地
の
相
関
を
み
る
と
、
葬
祭
檀
家
数
四
〇
軒
程
度
以
下
、

所
持
耕
地
面
積
で
七
反
歩
程
度
以
下
の
範
囲
に
寺
院
が
集
中
し
て
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
図
に
お
け
る
近
似
曲

線
は
右
肩
上
が
り
と
な
っ
て
お
り
、
葬
祭
檀
家
数
と
所
持
耕
地
面
積
に
は
正
の
相
関
が

あ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
、
相
関
係
数
を
計
算
す
る
と
〇
・
四
三
程
度
で
、

両
者
の
相
関
は
決
定
的
で
は
な
い
。

　

同
様
に
し
て
、
祈
禱
檀
家
数
と
所
持
耕
地
の
相
関
を
み
て
み
よ
う
。
次
に
示
す

グ
ラ
フ
５
は
、
所
持
耕
地
面
積
と
祈
禱
檀
家
数
の
双
方
が
確
認
さ
れ
る
二
八
ヶ
寺
を

表
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
持
耕
地
面
積
が
、
五
反
歩
以
下
に
集
中
し
て
い
る
実
態
は
、

こ
れ
ら
の
寺
院
が
す
べ
て
「
門
徒
」
寺
院
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
所
持
耕
地
と

祈
禱
檀
家
数
と
の
あ
い
だ
に
は
、
近
似
曲
線
が
示
す
と
お
り
負
の
相
関
が
確
認
さ

れ
る
。
計
算
上
で
は
、
祈
禱
檀
家
数
が
増
え
る
に
従
っ
て
、
所
持
耕
地
面
積
が
減
少

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
圭
室
文
雄
が
指

摘
し
た
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
相
関
係
数
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
二

グラフ４　葬祭檀家数と所持耕地の相関
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こ
こ
で
次
な
る
課
題
と
な
る
の
は
、
本
来
寺
請
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

住
持
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
「
門
徒
」
寺
院
で
あ
っ
て
も
、
実
態
と
し
て
は
葬
祭
檀
家
を

有
し
て
い
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
う
え
で
は
、

浄
土
真
宗
寺
院
に
お
い
て
、
末
寺
が
中
本
寺
の
檀
家
を
預
か
る
「
預
檀
越
」
と
い
う

形
態
が
存
在
し
た
こ
と
が
知

）
33
（

ら
れ
て
い
る
。
不
動
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
も
、

「
末
寺
」
寺
院
の
葬
祭
檀
家
を
「
門
徒
」
寺
院
が
預
か
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ

る
が
、
定
見
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
本
論
で
は
各
寺
院
の
支
出
面
に
関
し
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
各
寺
院
の
檀
家
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
を
含
め
て
、
別
稿
を
用
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
次
稿
以
降
の
分
析
課
題
を
提
示
し
て
、
本
論
を

締
め
く
く
り
た
い
。

注（
１
） 

圭
室
文
雄
『
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
』（
評
論
社　

一
九
七
一
年
）
な
ど
。

（
２
） 

本
論
で
は
、
寺
請
と
宗
判
を
同
義
の
意
味
と
し
て
扱
う
。

（
３
） 

前
掲
註
１
、
圭
室
。

（
４
） 

竹
田
聴
洲
「
近
世
諸
国
蓮
門
精
舎
の
自
伝
的
開
創
年
代
と
そ
の
地
域
的
分
布
（
二
）」

（
同
志
社
大
学
人
文
学
会
編
『
人
文
学
』
第
五
九
号　

所
収
一
九
六
二
年
）
な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
と
し
て
、
こ
こ
で
は
竹
田
聴
洲
『
祖
先
崇
拝
』

（
サ
ー
ラ
叢
書　

一
九
五
七
年
）、
圭
室
文
雄
『
日
本
仏
教
史　

近
世
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
七
年
）
を
あ
げ
て
お
く
。

（
６
）
児
玉
識
『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
年
）
第
四
章
第

三
節
「
寺
格
昇
格
運
動
」。

お
わ
り
に

　

明
治
維
新
期
の
廃
仏
毀
釈
を
経
て
、
寺
檀
の
関
係
が
制
度
的
枠
組
み
を
喪
失
さ
せ
、

寺
院
の
存
立
基
盤
は
揺
ら
ぎ
を
み
せ
な
が
ら
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
命
脈
を

保
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
日
本

宗
教
史
研
究
上
で
繰
り
返
し
発
せ
ら
れ
て
き
た
問

）
31
（

い
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
こ
う
し
た

問
い
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
回
答
を
得
る
た
め
に
、
近
世
に
お
け
る
寺
院
の
経
済
的

基
盤
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
き
た
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
寺
院
の
経
済
的
存
立
基
盤
は
、
檀
家
と
の
関
係
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
檀
徳
の
み
に
依
存
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
寺
院
が
存
立
し
て

い
く
た
め
に
複
数
の
経
済
的
営
為
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
檀
家
と
の
関
係
が
揺
ら
い
だ
の
ち
も
、
多
数
の
寺
院
が
そ
の

経
営
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
所
以
は
、
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、「
門
徒
」
寺
院
の
大
半
が
廃
仏
毀
釈
を
経
て
存
続
し

得
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
合
理
的
な
説
明
を
用
意
す
る
こ
と
が
可

）
32
（

能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
は
、「
門
徒
」
寺
院
の
場
合
に
は
、
檀
家
か
ら
の
収
入
と
所
持

耕
地
か
ら
の
収
入
の
両
者
と
も
に
充
分
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
実
態
で
あ
っ
た
こ
と

が
浮
か
び
上
が
る
。
寺
請
の
行
使
と
い
っ
た
制
度
的
な
枠
組
み
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
な
か

で
、
経
済
的
存
立
基
盤
を
確
保
で
き
て
い
な
い
「
門
徒
」
寺
院
は
、
そ
の
存
続
を

許
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
る
と
、
寺
檀

制
度
の
枠
組
み
や
寺
院
経
営
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
従
前
の
研
究
に
お
い
て
閑
却

さ
れ
て
き
た
寺
格
に
着
目
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
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（
17
） 

例
え
ば
不
動
院
と
同
じ
常
陸
国
の
天
台
宗
田
舎
本
寺
で
あ
る
千
妙
寺
の
場
合
に
も
、

葬
祭
檀
家
数
は
六
〇
軒
で
あ
り
、
そ
の
塔
中
四
ヶ
院
の
平
均
は
二
九
三
軒
程
度
と

な
っ
て
い
る
（
前
掲
註
10
、
千
妙
寺
文
書　

史
料
番
号
三
一
）。
ま
た
本
稿
で
は

不
動
院
を
「
末
寺
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
末
寺
」
と
は
、
一
般
的

に
使
用
さ
れ
る
本
山
に
対
す
る
末
寺
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
論

に
て
後
述
す
る
。

（
18
） 

宇
高
良
哲
「
関
東
天
台
宗
の
本
末
制
度
に
つ
い
て
│
特
に
三
室
台
吉
祥
寺
を
中
心

と
し
て
│
」（『
浦
和
市
史
研
究
』
第
二
号
所
収　

一
九
八
七
年　

の
ち
同
『
近
世

関
東
仏
教
教
団
史
の
研
究
』
文
化
書
院　

一
九
九
九
年　

第
三
章
と
し
て
所
収
）。

（
19
） 

前
掲
註
５
、
圭
室
「
一　

幕
藩
制
成
立
期
の
仏
教
」。

（
20
） 

前
掲
註
５
、
圭
室
「
一　

幕
藩
制
成
立
期
の
仏
教
」。

（
21
） 

圭
室
文
雄
「
江
戸
時
代
の
天
台
宗
寺
院
経
営
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
五
号　

所
収　

一
九
六
七
年
）。

（
22
） 

祈
禱
檀
家
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
こ
こ
で
は
西
川
武
臣
「
近
世
後
期
の

真
言
宗
寺
院
と
祈
禱
檀
家
│
武
蔵
国
橘
樹
郡
生
麦
村
の
名
主
日
記
の
記
述
か
ら
│
」

（
圭
室
文
雄
編
『
民
衆
宗
教
の
構
造
と
系
譜
』
所
収　

一
九
九
五
年　

雄
山
閣
）
を

あ
げ
て
お
く
。

（
23
） 

前
掲
註
５
、
圭
室
「
一　

幕
藩
制
成
立
期
の
仏
教
」。

（
24
） 

大
桑
斉
「
近
世
初
期
真
宗
寺
院
の
土
地
経
営
」（『
近
世
仏
教
』
二
・
三
合
刊
号　

所
収　

一
九
六
五
年
）。

（
25
） 

前
掲
註
６
、
児
玉　

第
四
章
第
三
節
「
寺
格
昇
格
運
動
」。

（
26
） 
各
宗
派
の
本
山
を
は
じ
め
と
す
る
大
寺
院
の
経
営
を
分
析
し
た
近
年
の
論
考
と
し
て
、

こ
こ
で
は
鈴
木
雅
晴
「
近
世
に
お
け
る
建
長
寺
の
寺
院
経
営
と
祠
堂
金
貸
付
」（
中
野

達
哉
編
『
鎌
倉
寺
社
の
近
世
』
岩
田
書
院　

二
〇
一
七
年　

所
収
）
を
あ
げ
て
お
く
。

（
27
） 

寺
院
の
土
地
集
積
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、こ
こ
で
は
前
掲
註
７
、拙
稿
を
あ
げ
て
お
く
。

（
７
） 

拙
著
『
近
世
地
方
寺
院
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
九
年
）
所
収

第
二
章
「
近
世
北
関
東
農
村
に
お
け
る
祈
禱
寺
院
経
営
」。

（
８
） 
茨
城
県
立
歴
史
館
寄
託
静
嘉
堂
文
庫
蔵
色
川
三
中
旧
蔵
書　

史
料
番
号
二
六
七
。

な
お
色
川
三
中
は
、
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
に
常
陸
国
土
浦
で
生
ま
れ
、
安
政
二

（
一
八
五
五
）
年
に
没
し
た
近
世
後
期
の
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
旧
蔵
資
料
の
多
く

は
茨
城
県
立
歴
史
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
群
に
不
動
院
に
関
す
る
史
料
が

含
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
色
川
三
中
に
つ
い
て
は
、

『
国
史
大
辞
典
』
１
（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
九
年
）
の
「
色
川
三
中
」
の
項
（
鈴
木

暎
一
執
筆
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
本
論
に
て
以
下
に
提
示
す
る
表
お
よ
び
グ
ラ
フ

は
、
す
べ
て
同
史
料
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
て
い
る
。

（
９
） 

本
論
で
は
、
一
般
に
呼
称
さ
れ
て
い
る
本
山
に
対
す
る
「
末
寺
」
と
、
後
述
す
る

寺
格
と
し
て
の
「
末
寺
」
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、不
動
院
を
田
舎
本
寺
と
し
て
、

そ
の
下
に
展
開
す
る
寺
院
を「
配
下
寺
院
」（
以
下
鉤
括
弧
を
は
ず
す
）と
呼
称
す
る
。

（
10
） 

茨
城
県
立
歴
史
館
寄
託
千
妙
寺
文
書　

史
料
番
号
三
一
「
常
州
黒
子
千
妙
寺
門
徒

分
限
帳
」（『
関
城
町
史
』
史
料
編
Ⅰ　

関
城
町　

一
九
八
三
年　

所
収
）
な
ど
。

（
11
） 

こ
こ
で
言
う
「
葬
祭
檀
家
」（
以
下
鉤
括
弧
を
は
ず
す
）
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

各
寺
院
が
有
す
る
檀
家
の
う
ち
、
寺
請
の
実
施
対
象
と
な
る
檀
家
を
指
す
。

（
12
） 

こ
こ
で
言
う
「
祈
禱
檀
家
」（
以
下
鉤
括
弧
を
は
ず
す
）
と
は
、
前
記
註
11
の
対
象
外

と
な
る
檀
家
を
指
す
。

（
13
）
本
論
で
使
用
す
る
「
寺
院
」（
以
下
鉤
括
弧
を
は
ず
す
）
と
は
、
多
様
な
経
済
活
動

に
よ
っ
て
成
立
す
る
ひ
と
つ
の
経
営
体
と
定
義
す
る
。

（
14
）
以
下
に
本
論
で
史
料
す
る
平
均
値
、
平
均
と
は
、
相
加
平
均
値
を
指
す
。

（
15
）
前
掲
註
５
、
圭
室
「
四　

江
戸
後
期
の
仏
教
」
な
ど
。

（
16
）
天
台
宗
教
団
に
お
け
る
田
舎
本
寺
に
つ
い
て
は
、
塩
入
伸
一
「
本
末
制
度
の
成
立
と

展
開　

天
台
宗
」（『
歴
史
公
論
』
一
一
一　

一
九
八
五
年
）
に
詳
し
い
。
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（
28
） 

な
お
、
常
陸
国
を
含
め
た
北
関
東
農
村
で
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
人
口
の

減
少
と
そ
れ
に
と
も
な
う
田
畑
の
荒
地
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
須
田
茂
「
近
世
後
期

常
総
農
村
に
お
け
る
没
落
農
民
」『
地
方
史
研
究
』
一
六
三
号　

所
収　

一
九
八
〇
年　

な
ど
）。
ゆ
え
に
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
本
論
で
分
析
の
対
象
と
し
て
い

る
地
域
の
寺
院
で
は
、
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
が
減
少
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
29
） 

前
掲
註
７
、
拙
稿
な
ど
。

（
30
） 

前
掲
註
５
、
圭
室
「
四　

江
戸
後
期
の
仏
教
」。

（
31
） 

神
仏
分
離
や
廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
期
に
発
布
さ
れ
た
諸
法
令
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、近
世
後
期
か
ら
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
。こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

明
治
維
新
期
の
宗
教
政
策
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
近
世
中
後
期
か
ら
の
時
間
軸
の

な
か
で
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、圭
室
文
雄
『
神
仏
分
離
』

（
教
育
社　

一
九
七
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
32
） 

前
掲
註
７
、
拙
稿
。

（
33
） 

圭
室
文
雄
「「
預
檀
越
」
に
つ
い
て
」（
明
治
大
学
内
藤
家
文
書
研
究
会
編
『
譜
代
藩

の
研
究
』
八
木
書
店　

一
九
七
二
年　

所
収
）。

た
な
か
　
よ
う
へ
い
：
淑
徳
大
学　

人
文
学
部　

准
教
授


